
　東日本大震災による被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し
上げます。
　皆様の生活が一日も早く回復されるよう、雇用労働問題、労働社会
保険と中小企業支援に関する無料電話相談窓口「社労士会 復興支援
ほっとライン」を開設しております。

こんな悩みのご相談は

こちらでお受けします

・会社の使用電力を抑えるため、労働時間・休日を変更したい。
・震災以降自宅待機中だが、特例による失業給付はいつまでもらえるのか。
・事業再開しようと思っているが、まだ社会保険料を納められそうもない。
・社会保険の資格を喪失してしまった場合、どのような対応が必要か。
・震災の影響や原発による風評被害で売り上げが激減。資金を調達したい。
・いまだに事業再開できないが、従業員を解雇しないために助成金をもらいたい。

労働社会保険の専門家である社労士が電話でご相談をお受けします。

相談日時：月曜日から金曜日の10：00～17：00

1０１２０-０００-５２８

全国社会保険労務士会連合会

社労士会 検 索

無料です

（祝日を除く）

東日本大震災
社労士会 復興支援ほっとライン


